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平成２６年度１２月補正予算案主要事項説明

商工労働観光部

事 業 名 中小企業等下支え緊急支援事業費

予 算 額 １９８，０００千円 新規・継続の別 新 規

１ 趣 旨

原材料費が高止まりし、円安の進行等で更なる高騰が懸念される中、

中小企業等のコスト縮減を緊急に支援

２ 事業内容

（１）中小企業経営安定化等支援事業

中小企業等の固定経費削減のための機器整備等を追加支援

事 業 内 容

（２）内需型中小企業緊急支援事業

目 的 ①コスト縮減設備投資支援事業

対 象 内需型のものづくり中小企業等に対するコスト縮減に繋がる機器整

方 法 等 備等を支援

②小規模事業者等設備リース支援事業

割賦・リース方式での設備導入に対し、最初の１年間のリース料率

等を支援

③小規模事業者コスト縮減応援事業

中小企業応援隊の伴走支援によるコスト縮減への取組、比較的小さ

な規模の機器更新等を支援

（３）小売店インバウンド対策事業

外国人観光客の消費取り込みに向け「免税店」統一看板（ステッ

カー等）の設置などを支援

商業・経営支援課 金融担当 075-414-4822

担当課・担当名 組合担当 課･担当電話番号 075-414-4826

ものづくり振興課 中小企業育成担当 075-414-5103

観 光 課 広域観光担当 075-414-4879

商工労働観光－１



平成２６年度１２月補正予算案主要事項説明

商工労働観光部

事 業 名 中小企業経営安定化等支援事業費

予 算 額 ７５，０００千円 新規・継続の別 継 続

１ 趣 旨

中小企業等の固定経費削減のための機器整備等を追加支援

２ 事業内容

事 業 内 容 補助対象者 府内に事業所を有する中小企業・組合等

目 的 補 助 率 １／２以内（ハードは１５％以内）

対 象

方 法 等 補助上限額 １，０００万円

新規取引先獲得や固定経費改善につながる取組

補助対象経費
①売上確保・向上につながる取組に要する経費

②固定経費削減などに必要な機器更新等

担当課・担当名 ものづくり振興課 中小企業育成担当 課･担当電話番号 075-414-5103

商工労働観光－１－１



平成２６年度１２月補正予算案主要事項説明

商工労働観光部

事 業 名 内需型中小企業緊急支援事業費

予 算 額 １２０，０００千円 新規・継続の別 新 規

１ 趣 旨
内需型中小企業等のコスト縮減に繋がる経営改善を緊急支援

２ 事業内容
（１）コスト縮減設備投資支援事業

補助対象者
府内に事業所を有する内需型製造業の中小企業・
組合等

補 助 率 ２０％以内

補助上限額 １００万円

以下の全ての条件を満たすこと。

要 件
①売上の７５％以上を国内に依存していること
②コストの上昇により、最近３ヶ月の利益額が前年

同期比で１０％以上減少していること
事 業 内 容

補助対象経費 固定経費削減に繋がる機器導入等
目 的
対 象 （２）小規模事業者等設備リース支援事業
方 法 等

補助対象者 府内に事業所を有する小規模事業者等

【割賦販売】
①割賦損料の１／２

補 助 内 容 ②保証金相当額（割賦販売価格の１０％）
【リ ー ス】

①割賦販売同等にリース料を補助

補助上限額 １００万円

補 助 要 件 前年同期比で売上減少していること

補 助 期 間 １年間

（３）小規模事業者コスト縮減応援事業

補助対象者 府内に事業所を有する小規模事業者

補 助 内 容 コスト縮減への取組、小規模の機器更新を支援

補 助 率 等 １／２（上限：３０万円）

補 助 要 件 前年同期比で売上減少していること

商業・経営支援課 金融担当 075-414-4822
担当課・担当名 組合担当 課･担当電話番号 075-414-4826

ものづくり振興課 中小企業育成担当 075-414-5103

商工労働観光－１－２



平成２６年度１２月補正予算案主要事項説明

商工労働観光部

事 業 名 小売店インバウンド対策事業費

予 算 額 ３，０００千円 新規・継続の別 新 規

１ 趣 旨

外国人観光客の消費取り込みに向け「免税店」統一看板（ステッカー

等）の設置などを支援

２ 事業内容

事 業 内 容

支 援 対 象 免税販売に取り組む府内小売店

目 的

対 象 免税店の広報、ＰＲ等を支援

方 法 等 支 援 内 容 （「免税店」統一看板（ステッカー等）、ＨＰ掲載、

研修の実施等）

担当課・担当名 観 光 課 広域観光担当 課･担当電話番号 075-414-4879

商工労働観光－１－３


